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議案第８１号

琴浦町議会議員及び琴浦町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町議会議員及び琴浦町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法(昭和２

２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和７年琴浦町条例第 号

琴浦町議会議員及び琴浦町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例

琴浦町議会議員及び琴浦町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令

和３年琴浦町条例第３号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示

すように改正する。

改正後 改正前

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及

び支払手続)

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及

び支払手続)

第８条 町は、候補者(前条の規定による

届出をした者に限る。)が同条の契約に

基づき当該契約の相手方であるビラの作

成を業とする者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運

動用ビラの１枚当たりの作成単価(当該

作成単価が８円38銭を超える場合には、

８円38銭)に当該選挙運動用ビラの作成

枚数(当該候補者を通じて、選挙の区分

に応じ法第142条第１項第７号に定める

枚数の範囲内のものであることにつき、

委員会が定めるところにより、当該候補

者からの申請に基づき、委員会が確認し

たものに限る。)を乗じて得た金額(１円

未満の端数がある場合には、その端数

は、１円とする。)を、第６条後段にお

いて準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ビラの

作成を業とする者からの請求に基づき、

当該ビラの作成を業とする者に対し支払

う。

第８条 町は、候補者(前条の規定による

届出をした者に限る。)が同条の契約に

基づき当該契約の相手方であるビラの作

成を業とする者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運

動用ビラの１枚当たりの作成単価(当該

作成単価が７円73銭を超える場合には、

７円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成

枚数(当該候補者を通じて、選挙の区分

に応じ法第142条第１項第７号に定める

枚数の範囲内のものであることにつき、

委員会が定めるところにより、当該候補

者からの申請に基づき、委員会が確認し

たものに限る。)を乗じて得た金額(１円

未満の端数がある場合には、その端数

は、１円とする。)を、第６条後段にお

いて準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ビラの

作成を業とする者からの請求に基づき、

当該ビラの作成を業とする者に対し支払

う。
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附 則

(施行期日)

１ この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

２ この条例による改正後の琴浦町議会議員及び琴浦町長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例第８条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行

日」という。)以後その期日を告示される琴浦町議会議員及び琴浦町長の選挙

(以下「選挙」という。)について適用し、施行日の前日までにその期日を告示

された選挙については、なお従前の例による。
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議案第８２号

琴浦町職員の育児休業等に関する条例及び琴浦町職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町職員の育児休業等に関する条例及び琴浦町職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法

(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求

める。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和７年琴浦町条例第 号

琴浦町職員の育児休業等に関する条例及び琴浦町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例

(琴浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第１条 琴浦町職員の育児休業等に関する条例(平成16年琴浦町条例第38号)の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下

線で示すように改正する。

改正後 改正前

(趣旨) (趣旨)

第１条 この条例は、地方公務員の育児休

業等に関する法律(平成３年法律第110

号。以下「育児休業法」という。)第２

条第１項、第３条第２項、第５条第２

項、第７条、第８条、第10条第１項及び

第２項、第14条(これらの規定を育児休

業法第17条において準用する場合を含

む。)、第17条、第18条第３項並びに第1

9条第１項から第３項まで及び第５項の

規定に基づき、職員の育児休業等に関し

必要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、地方公務員の育児休

業等に関する法律(平成３年法律第110

号。以下「育児休業法」という。)第２

条第１項、第３条第２項、第５条第２

項、第７条、第８条、第10条第１項及び

第２項、第14条(これらの規定を育児休

業法第17条において準用する場合を含

む。)、第17条、第18条第３項並びに第1

9条第１項及び第２項の規定に基づき、

職員の育児休業等に関し必要な事項を定

めるものとする。

(部分休業をすることができない職員) (部分休業をすることができない職員)

第17条 育児休業法第19条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

第17条 育児休業法第19条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(１) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間を考慮して規則で定める非常勤

職員以外の非常勤職員(地方公務員法

第22条の４第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員を除く。次条にお

いて同じ。)

(１) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間を考慮して規則で定める非常勤

職員以外の非常勤職員(地方公務員法

第22条の４第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員(以下「定年前再

任用短時間勤務職員等」という。)を

除く。)
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(２) 略 (２) 略

(第１号部分休業の承認) (部分休業の承認)

第18条 育児休業法第19条第２項第１号に

掲げる範囲内で請求する同条第１項に規

定する部分休業(以下「第１号部分休

業」という。)の承認は、30分を単位と

して行うものとする。

第18条 部分休業の承認は、正規の勤務時

間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務

職員等を除く。以下この条において同

じ。)にあっては、当該非常勤職員につ

いて定められた勤務時間)の始め又は終

わりにおいて、30分を単位として行うも

のとする。

２ 特別休暇のうち規則で定めるものを承

認されている職員(非常勤職員を除く。)

に対する第１号部分休業の承認について

は、１日につき２時間から当該育児時間

を減じた時間を越えない範囲内で行うも

のとする。

２ 特別休暇のうち規則で定めるものを承

認されている職員(非常勤職員を除く。)

に対する部分休業の承認については、１

日につき２時間から当該育児時間を減じ

た時間を越えない範囲内で行うものとす

る。

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の

承認については、１日につき、当該非常

勤職員について１日につき定められた勤

務時間から５時間45分を減じた時間を超

えない範囲内で(当該非常勤職員が育児

時間を承認されている場合にあっては、

当該時間を超えない範囲内で、かつ、２

時間から当該育児時間を承認されている

時間を減じた時間を超えない範囲内で)

行うものとする。

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認に

ついては、１日につき、当該非常勤職員

について１日につき定められた勤務時間

から５時間45分を減じた時間を超えない

範囲内で(当該非常勤職員が育児時間を

承認されている場合にあっては、当該時

間を超えない範囲内で、かつ、２時間か

ら当該育児時間を承認されている時間を

減じた時間を超えない範囲内で)行うも

のとする。

(第２号部分休業の承認)

第18条の２ 育児休業法第19条第２項第２

号に掲げる範囲内で請求する同条第１項

に規定する部分休業(以下「第２号部分

休業」という。)の承認は、１時間を単

位として行うものとする。ただし、次の

各号に掲げる場合にあっては、それぞれ

当該各号に定める時間数の第２号部分休

業を承認することができる。

(１) １回の勤務に係る日ごとの勤務時

間に分を単位とした時間がある場合で

あって、当該勤務時間の全てについて

承認の請求があったとき 当該勤務時

間の時間数
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(２) 第２号部分休業の残時間数に１時

間未満の端数がある場合であって、当

該残時間数の全てについて承認の請求

があったとき 当該残時間数

(育児休業法第19条第２項の条例で定め

る１年の期間)

第18条の３ 育児休業法第19条第２項の条

例で定める１年の期間は、毎年４月１日

から翌年３月31日までとする。

(育児休業法第19条第２項第２号の人事

院規則で定める時間を基準として条例で

定める時間)

第18条の４ 育児休業法第19条第２項第２

号の人事院規則で定める時間を基準とし

て条例で定める時間は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定める

時間とする。

(１) 非常勤職員以外の職員 77時間30

分

(２) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤

務日１日当たりの勤務時間数に10を乗

じて得た時間

(育児休業法第19条第３項の条例で定め

る特別の事情)

第18条の５ 育児休業法第19条第３項の条

例で定める特別の事情は、配偶者が負傷

又は疾病により入院したこと、配偶者と

別居したことその他の同条第２項の規定

による申出時に予測することができなか

った事実が生じたことにより同条第３項

の規定による変更(以下「第３項変更」

という。)をしなければ同項の職員の小

学校就学の始期に達するまでの子の養育

に著しい支障が生じると任命権者が認め

る事情とする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱

い)

(部分休業をしている職員の給与の取扱

い)

第19条 職員(会計年度任用職員を除く。)

が育児休業法第19条第１項に規定する部

第19条 職員(会計年度任用職員を除く。)

が部分休業の承認を受けて勤務しない場
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(琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第２条 琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年琴浦町条例第37号)

の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下

線で示すように改正する。

分休業の承認を受けて勤務しない場合に

は、給与条例第12条の規定にかかわら

ず、その勤務しない１時間につき、同条

例第16条第１項に規定する勤務１時間当

たりの給与額を減額して給与を支給す

る。

合には、給与条例第12条の規定にかかわ

らず、その勤務しない１時間につき、同

条例第16条第１項に規定する勤務１時間

当たりの給与額を減額して給与を支給す

る。

２ 略 ２ 略

(部分休業の承認の取消事由) (部分休業の承認の取消事由)

第20条 育児休業法第19条第６項において

準用する育児休業法第５条第２項の条例

で定める事由は、職員が第３項変更をし

たときとする。

第20条 第13条の規定は、部分休業につい

て準用する。

改正後 改正前

(委任) (委任)

第19条 略

(妊娠、出産等についての申出をした職

員等に対する意向確認等)

第19条の２ 任命権者は、琴浦町職員の育

児休業等に関する条例第21条第１項の措

置を講ずるに当たっては、同条の規定に

よる申出をした職員(以下この項におい

て「申出職員」という。)に対して、次

に掲げる措置を講じなければならない。

(１) 申出職員の仕事と育児との両立に

資する制度又は措置(次号において

「出生時両立支援制度等」という。)

その他の事項を知らせるための措置

(２) 出生時両立支援制度等の請求、申

告又は申出(以下「請求等」という。)

に係る申出職員の意向を確認するため

第19条 略
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附 則

(施行期日)

第１条 この条例は、令和７年 10 月１日から施行する。ただし、附則第３条の規定

は、公布の日から施行する。

の措置

(３) 琴浦町職員の育児休業等に関する

条例第21条の規定による申出に係る子

の心身の状況又は育児に関する申出職

員の家庭の状況に起因して当該子の出

生の日以後に発生し、又は発生するこ

とが予想される職業生活と家庭生活と

の両立の支障となる事情の改善に資す

る事項に係る申出職員の意向を確認す

るための措置

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育

する職員(以下この項において「対象職

員」という。)に対して、規則で定める

期間内に、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。

(１) 対象職員の仕事と育児との両立に

資する制度又は措置(次号において

「育児期両立支援制度等」という。)

その他の事項を知らせるための措置

(２) 育児期両立支援制度等の請求等に

係る対象職員の意向を確認するための

措置

(３) 対象職員の３歳に満たない子の心

身の状況又は育児に関する対象職員の

家庭の状況に起因して発生し、又は発

生することが予想される職業生活と家

庭生活との両立の支障となる事情の改

善に資する事項に係る対象職員の意向

を確認するための措置

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第

３号の規定により意向を確認した事項の

取扱いに当たっては、当該意向に配慮し

なければならない。



82 - 7

(琴浦町職員の育児休業等に関する条例及び琴浦町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第２条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成３年法律第 110 号)第 19 条第２

項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日(以下「施行日」とい

う。)から令和８年３月 31 日までの間における部分休業の承認の請求をする場合

におけるこの条例による改正後の琴浦町職員の育児休業等に関する条例第 18 条の

４の規定の適用については、同条第１号中「77 時間 30 分」とあるのは「38 時間

45 分」と、同条第２号中「10」とあるのは「５」とする。

(琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第３条 任命権者は、施行日前においても、この条例による改正後の琴浦町職員

の勤務時間、休暇等に関する条例第19条の２第２項の規定の例により、同項各

号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措

置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。
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議案第９４号

令和６年度琴浦町一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町一般会計歳入歳出決算について、監査委員の意見を付し

て、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９５号

令和６年度琴浦町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、監査委員

の意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９６号

令和６年度琴浦町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について、監査委員

の意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９７号

令和６年度琴浦町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町介護保険特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意

見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９８号

令和６年度琴浦町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、監査委

員の意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９９号

令和６年度琴浦町船上山発電所管理特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町船上山発電所管理特別会計歳入歳出決算について、監査

委員の意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１００号

令和６年度琴浦町八橋財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町八橋財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０１号

令和６年度琴浦町浦安財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町浦安財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０２号

令和６年度琴浦町下郷財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町下郷財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０３号

令和６年度琴浦町上郷財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町上郷財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０４号

令和６年度琴浦町古布庄財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町古布庄財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員

の意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０５号

令和６年度琴浦町赤碕財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町赤碕財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０６号

令和６年度琴浦町成美財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町成美財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０７号

令和６年度琴浦町安田財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町安田財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０８号

令和６年度琴浦町以西財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和６年度琴浦町以西財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０９号

令和６年度琴浦町水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に基

づき、令和６年度琴浦町水道事業会計決算について、監査委員の意見を付し

て、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１１０号

令和６年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について

令和６年度琴浦町水道事業会計における剰余金の処分について地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に基づき、剰余

金処分計算書のとおり処分することについて本議会の議決を求める。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和６年度琴浦町水道事業会計剰余金処分計算書（案）

資本金 資本剰余金
未処分利益

剰余金

当年度末残高

1,274,268,838 301,548,221 76,960,085

議会の議決による処分

0 0 △76,960,085

建設改良積立金の積立

0 0 △76,960,085

建設改良積立金の積立

及び資本金への組入 0 0 0

資本金への組入

0 0 0

処分後残高

1,274,268,838 301,548,221
（繰越利益剰余金）

0

（単位：円）
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議案第１１１号

令和６年度琴浦町下水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に基

づき、令和６年度琴浦町下水道事業会計決算について、監査委員の意見を付

して、本議会の認定に付する。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１１２号

令和６年度琴浦町下水道事業会計剰余金の処分について

令和６年度琴浦町下水道事業会計における剰余金の処分について地方公

営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に基づき、剰

余金処分計算書のとおり処分することについて本議会の議決を求める。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和６年度琴浦町下水道事業会計剰余金処分計算書（案）

資本金 資本剰余金
未処分利益

剰余金

当年度末残高

1,392,369,351 349,087,466 41,218,069

議会の議決による処分

21,157,039 0 △ 41,218,069

建設改良積立金の積立

0 0 △ 20,061,030

建設改良積立金の積立

及び資本金への組入 0 0 0

資本金への組入

21,157,039 0 △ 21,157,039

処分後残高

1,206,695,351 349,087,466
（繰越利益剰余金）

0

（単位：円）
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議案第１１３号

債権の放棄（琴浦町住宅新築資金等貸付金）について

次のとおり債権の放棄をしたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

１ 債権の名称 住宅新築資金等貸付金

２ 金 額 ９，８１２，１２６円

３ 債 務 者 琴浦町在住（２名）

４ 債権放棄理由 別表のとおり

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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別表

番号 債務者 金額 債権放棄理由

１ 借受人の相続人

住宅新築資金

昭和５３年１２

月２７日付貸付

契約

2,488,958 円 訴訟、強制執行（財産差

押）を実行したが、全額回

収できなかった。債務者は

高齢で、収入は生活を維持

できる年金収入等であり、

他に差押え可能な財産等

は無い。保証人は既に死亡

しており、回収できない。

２ 借受人の相続人

住宅新築資金

昭和５７年３月

３１日付貸付契

約

宅地取得資金

昭和５８年９月

２７日付貸付契

約

7,323,168 円 訴訟を行い債務名義を

取得したが、債務者は破産

申し立てにより当該債務

が免責決定となった。保証

人は既に死亡しており、回

収できない。
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議案第１１４号

町道路線の認定について

次のとおり、町道路線を認定することについて、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第８条第２項の規定により、本議会の議決を求める。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

整理番号 路線名
（ 上 段 ） 起 点

（ 下 段 ） 終 点
幅員（ｍ）

延長

（ｍ）

赤 266 大石出上線
琴浦町大字勝田字西佐崎 267-1 地先

琴浦町大字出上字左エ門九郎 129-3 地先

6.5～

7.0
1,100.0
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議案第１１５号

町道路線の変更について

次のとおり、町道路線を変更することについて、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第１０条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、

本議会の議決を求める。

令和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ７ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

整理番号 旧新別 路線名

変 更 の 区 間

（ 上 段 ） 起 点

（ 下 段 ） 終 点

幅員（ｍ）
延長

（ｍ）

赤 186

旧 出上 16 号線
琴浦町大字出上字左エ門九郎 129-3 地先

琴浦町大字出上字南五輪田 119 地先

2.0～

18.5
407.9

新 出上 16 号線
琴浦町大字出上字左エ門九郎 129-3 地先

琴浦町大字出上字南五輪田 119 地先

2.0～

5.2
351.9
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